
第 1 章 

 

第1章 調査研究の背景と目的 
1.1. 背景 

「健康保険法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 102 号）」の附則に基づいて、

平成 15 年３月に「健康保険法等の一部を改正する法律附則第２条第２項に基づく基本方針

（医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について）」が策定された。ここで

は、診療報酬体系の見直しの方向性として、「医療機関のコスト等の適切な反映」が示され

た。具体的には、「入院医療について必要な人員配置を確保しつつ、医療機関の運営や施設

に関するコスト等に関する調査・分析を進めるとともに、医療機関等の機能の適正な評価

を進める」とされた。 

この方針を踏まえ、中央社会保険医療協議会、診療報酬調査専門組織、医療機関のコス

ト調査分科会は、平成 15 年度より厚生労働省保険局医療課委託事業として財団法人医療経

済研究機構が着手していた「医療機関の部門別収支に関する調査研究」（以下「部門別調査

研究」という。）を継続することとした。これを受けて平成 15 年度以降、統一的な医療機

関の収支把握のための研究が進められることとなった。昨年度までの経緯は下図表のとお

りである。 

 

図表 1-1 調査研究年度ごとの概要 

年度 調査研究概要 

H15 

・医療機関の診療科部門別収支を把握するための統一的手法開発を目的に、複数の医療

機関を対象に「一般原価調査」（収支データ等を収集し、階梯式配賦を行い、入院、外

来、診療科別の収支計算を行う。）を試行し、レセプト・データ等を用いた統一的原価

計算手法の整理とその課題の把握を行った。 

H16 

・統一的な計算方法の確立と、データ収集を通じて診療報酬改定が病院経営に与える影

響を測定するための分析手法の確立・基盤作りを目的とした。 
・具体的には、1）対象病院数を拡大した上で、精度の高い診療科部門別収支計算を行う

ための手法を比較する「一般原価調査」とともに、2）手術、検査および画像診断部門

に計上・配賦された費用を入院、外来部門の診療科に階梯配賦する係数を得るための

「特殊原価調査」を実施した。 

H17 

・多くの病院からのデータ収集を可能とするために平成 16 年度の分析手法を調整するこ

とを目的とした。 
・具体的には、1）一般原価調査は、①精度を維持した簡略化、②医師勤務に関する調査

手法の比較、2）特殊原価調査では、医療機器に関する設備関係費の調査を行った。ま

た、3）分析として、標準的等価係数の作成および他手法との比較を行った。さらに、

情報の活用として、診療科部門別収支計算結果の施設間比較分析を行った。 
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